
メインアリーナの空調料金が、5月から変わります
日頃より当施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび、市の条例

（規則）改定に伴い、2026年5月1日よりメインアリーナの空調料金を以下の通り改定いた
します。

今回の改定では、従来の「1日単位」の定額制から、ご利用状況に合わせた「区分単位」
の料金体系へと変更になります。

利用形態 空調料金（税込）

全面利用 4,000円

半面利用（A面またはB面） 2,000円

1. 新料金体系（1区分あたり）

2. A面・B面を別々の団体で利用する場合の注意点

アリーナの構造上、空調は一面（全体）での稼働となります。そのため、半面ずつ別々の団体が利用され
ている際に、どちらか一方の団体が空調を希望された場合、以下の運用となります。

・料金の発生： 両団体にそれぞれ2,000円の空調料金が発生します。「区分単位」

・利用の調整： 片方の団体のみが希望された場合でも、アリーナ全体の温度が変化するため、原則として
両団体にご負担をいただく形となります。
【利用者様へのお願い】 同時間帯に別の団体様が半面を利用されている場合は、空調利用の有無について、
利用者様同士での事前の話し合い・ご確認をお願い申し上げます。 令和8年４月13日
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